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令和５年度第１回政治倫理審査会会議録（令和５年１０月１１日） 
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本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。た

だいまから周南市政治倫理審査会を開催いたします。新しい会長

が決まりますまで進行を務めさせていただきます、法務コンプラ

イアンス課の神田と申します。よろしくお願いいたします。 

本日は、新たな任期が始まり最初の審査会になります。お配り

しています委員名簿をご覧いただきながら、委員の皆さま方に順

次、自己紹介をしていただければと思います。 

（委員自己紹介） 

 続きまして、職員の紹介をします。 

（職員自己紹介） 

ただ今から議事に入ります。まず会長及び副会長の選出です。

本日は、２人の委員が欠席しておりますが、周南市政治倫理条例

第１５条第２項の規定により、委員の過半数が出席されています

ので、会議が成立することをお知らせいたします。 

周南市政治倫理条例第１２条第５項では、会長及び副会長は委

員の互選によってこれを定めることを規定しています。 

この規定に基づきまして会長及び副会長を選出していただきた

いと思います。  

事務局としましては、今回５人の方が新任で、再任の方が、３

期目の石橋委員、２期目の椎木委員のお二人のみですので、会長

に石橋委員、副会長に椎木委員はいかがかと考えていますが、い

かがでしょうか。 

（同意） 

石橋委員よろしいでしょうか。 

お引き受けします。皆様どうぞよろしくお願いします。 

椎木委員は本日欠席のため、事務局から改めてご了承いただけ

るよう、お願いさせていただきます。 

石橋委員に会長席に移動していただきますので、しばらくお待
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ちください。 

それでは、これからの議事進行を石橋会長にお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

会議を再開します。 

議事２「その他」に入ります。 

まず「審査会の所掌事務等」について事務局から説明をお願い

します。 

それでは、審査会の所掌事務についてご説明いたします。 

今回は、任期開始後、初めての審査会であり、新任の委員もい

らっしゃいますので、改めて審査会の所掌事務等につきまして、

資料１から資料４によりご説明いたします。 

また、参考として周南市政治倫理条例をお渡ししております。

政治倫理審査会の設置は、条例第１１条から第１５条までにおい

て規定しています。 

資料１をご覧ください。 

まず、１「審査会の組織、委員の職責」です。 

条例第１２条で、審査会の組織について、委員の人数など７項

目、委員の職責について３項目を定めています。 

次に、２「審査会の所掌事務」です。 

審査会の所掌事務は、⑴のとおり４項目を定めています。 

①の資産等報告書等の審査につきましては、毎年必ずお願いす

ることになります。そのほか、②市民からの調査請求に関するこ

と、③職務関連犯罪に係る説明会に関すること、④政治倫理に係

る市長の諮問に答申等すること、となっております。 

続いて、⑵のとおり、審査会が行うこととして、①所掌事務を

行うための調査、②弁明の機会の付与、③条例違反の意見書への

記載、④条例違反に対する勧告、の４項目を定めています。 

次に「３ 調査請求等の状況」です。 

ご覧のように、平成２３年度に条例第１６条に基づく調査請求
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があり、平成２７年度には市長から審査会へ諮問が行われており

ます。審査会の開催回数もそれらに伴い多くなっています。 

次に資料２についてご説明します。 

調査請求に係るフロー図、裏面は諮問に係るフロー図です。 

市民の調査請求権は、条例第１６条第１項に定めています。有

権者５０人以上の連署をもって市長に提出された請求書につい

て、市長は、審査会に対し調査及び審査を求めることになります。

これにより審査会は、調査及び審査を求められた日から６０日以

内に意見書を作成し、市長に提出することとなります。 

次に資料３、審査会の会議についてご説明します。 

審査会の会議は、原則公開ですが、資料２のような市民からの

調査請求等があった場合における調査及び審査に関する会議や、

市長、議員の資産等報告書等の調査及び審査に関する会議など、

会議の内容に周南市情報公開条例第７条に規定する不開示情報が

含まれると出席委員の３分の２以上の委員が認めた場合は、当該

不開示情報部分を非公開とすることとなります。 

今後、会議を開催するに当たっては、会議を非公開にするかど

うかを会議の都度判断していただくことになります。 

最後に資料４、過去の審査会への調査請求等案件について、ご

説明します。 

 まず、平成２３年にございました周南市防災行政無線施設整備

工事請負契約に係る調査請求の経緯を簡単にご説明いたします。 

この事案は、新聞で報道された元市長の防災行政無線施設整備

工事における契約の相手方への電話での発言などについて、政治

倫理条例に規定されている政治倫理基準に抵触している疑いがあ

るとして、平成２３年３月２２日付けで、市民から調査請求書が

提出されたことによるものです。 

その後の流れといたしましては、４月２８日に政治倫理審査会

に対して調査が求められ、同日第１回の審査会で、調査の進め方
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等が検討されました。 

続いて、５月１１日に元市長から弁明書が提出され、５月１２

日には意見陳述により請求代表者から請求内容の補足説明を受け

ています。その後３回の会議で審議を重ね調査報告書の内容を決

定し、６月２４日に市長に調査報告書を提出しています。 

当時の審査会は、元市長の発言などの時期も考慮した上で、政

治倫理条例第３条第１項第１号「市政の担い手として品位と名誉

を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を

持たれるおそれのある行為をしないこと。」に抵触するとの判断を

示しています。 

次に、平成２７年の事案は、道の駅ソレーネ周南で市議会議員

がカステラを販売することが市議会の会派代表者会議で問題にな

り、議長が政治倫理条例に抵触していると判断し、出荷を控える

ように申し入れをしましたが、当該市議会議員が違反していない

と回答したことから、６月１９日に議長から市長に審査会への諮

問が要請され、同２３日に市長から審査会へ諮問が行われたもの

です。そして、同日の審査会で、審議の進め方等を検討し、その

後、３回の会議で審議を重ね、８月１９日に市長に答申を行って

おります。 

答申の内容といたしましては、本件委託販売契約が政治倫理条

例に規定する委託契約に当たるかどうかについては、意見が分か

れたため、両論を併記することとなりました。 

一方、本件委託販売行為に係る当該市議会議員の行為について

は、政治倫理条例第３条第１項第１号に抵触すると結論づけまし

た。また、この答申書の中で、政治倫理条例の検討課題として、

１、会議の具体的な審議の非公開の必要性、２、規制する契約を

明確にすること、３、事前審査手続の整備等が付言として示され

ました。これを踏まえて、政治倫理条例は、平成２８年に全部改

正を経て現在に至っています。 
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以上資料１から４についてご説明いたしました。委員の皆さま

には、その他政治倫理条例に改めて目を通しておいていただけれ

ばと思います。 

以上で、説明を終わります。 

ただ今の事務局からの説明について、質問等はありませんか。 

では、次に「議員の資産等補充報告書の審査」について事務局

から説明をお願いします。 

 では、議員の資産等補充報告書の審査についてのご説明ですが、

まず、議員の資産公開について、簡単に概要をご説明いたします。 

お手元の資料の「議員の資産公開の概要」をご覧ください。 

まず、報告書の種類と作成期間についてです。 

報告書の種類は、資産等報告書など４種類で、作成期間及び添

付する証明書類は、それぞれご覧のとおりです。 

⑴の資産等報告書は、任期開始の日において有する資産等につ

いて、任期開始の日から起算して１００日を経過する日までに作

成するものです。これについては、現職議員の内、令和２年の市

議会議員一般選挙当選議員については、令和２年度に審査を終え、

審査会の意見書を添えて、閲覧をしております。また、本年４月

２３日執行の市議会議員補欠選挙において当選した議員について

は、９月２５日に審査を終え、１０月２日から、審査会の意見書

を添えて、閲覧をしております。 

現職議員の任期満了は令和６年６月１９日で、来年市議会議員

一般選挙があり、新しい任期が始まりますので、来年の１０月頃

に議員全員分の資産等報告書の審査をお願いすることになる予定

です。 

⑵の資産等補充報告書は、この度審査をお願いするものです。

後ほどご説明いたします。 

⑶の所得等報告書及び⑷の関連会社等報告書については、毎年

作成されるものですが、本年は、６月下旬に審査を終え、審査会
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会長 

の意見書を添えて、６月３０日から閲覧をしております。 

 審査会は、この資産等報告書などについて、市長からの審査の

求めに関し、調査、審査を行い、その結果を記載した意見書を作

成し、市長に提出することになります。 

それでは、この度審査をお願いする、⑵の資産等補充報告書に

ついてご説明いたします。 

資産等補充報告書は、任期開始の日後新たに有することとなっ

た資産等で、任期開始の日から起算して１年を経過する日におい

て有するものについて、同日から100日を経過する日までに作成す

るものです。新たに有する資産がある場合にのみ、作成すること

となります。 

今年度、議員の中に前年度から資産が増えた方が５人いらっし

ゃいますが、すでに、議長から、資産等補充報告書及び証明書類

の写しが市長に提出されています。 

皆さまには、資産等補充報告書及び証明書類の写しをお帰りの

際にお渡ししますので、証明書類と突き合わせて記載内容に誤り

がないか等、審査をお願いできればと考えております。その際に

ご意見等がありましたら、それらを踏まえて意見書の案を事務局

で作成し、委員の皆さまに確認をお願いした後、ご承認いただけ

ればと考えております。 

なお、審査は書面審査を基本として、メールやファクスなどに

より審査意見書を取りまとめることとし、いただいたご意見の集

約を会議の場で行う必要がある場合に限り、会議の開催を調整さ

せていただくように考えております。 

最後に、今回審査をお願いする市議会議員の資産等補充報告書

の写しと審査意見書写しの閲覧の開始は、１１月２７日（月）か

らとなります。 

以上で、説明を終わります。 

ただ今事務局から提案がありました議員の資産等補充報告書に
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会長 

対する審査意見書の取りまとめの方法については、事務局案で進

めてよろしいでしょうか。 

（了承） 

では事務局案で進めていきます。 

他に何かありますでしょうか。 

ないようですので本日の審査会はこれで終了といたします。お

疲れ様でした。 

 


